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公益社団法人 日本医師会
常任理事 江澤 和彦

令和2年度 在宅医療・介護連携推進支援事業

都道府県担当者会議

『尊厳の保障』を目指した
医療介護の実践
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75歳以上人口の割合

13.3%
(2016)

11,913

1,428

2,288

6,875

1,321

19.2%

8,808

1,133

2,248

4,529

898

12.9%

25.5%

資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」

推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）

13.9%
(2016)

12.0%

7,656

1,768

1,691

12,693

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増加していく
ことが想定される。

1,578

総人口の推移
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出典：総務省統計局人口推計及び介護給付費等実態調査（平成29年10月審査分）

今後の人口の変化（対前年比の推移）
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75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は大
きく、1.5倍を超える市町村が11.3％ある一方、減少する市町村が16.9％ある

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数
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（16.9%）

100以上～110未満
311
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110以上～120未満
300
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120以上～130未満
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150以上～160未満
102
（6.1%）

170以上～
22
（1.3%）

160以上～170未満
63

（3.8%）

130以上～
140未満

178
(10.7%)

140以上～
150未満

138
(8.3%)

◆全国計（132.4）

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
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地域により

医療需要ピークの時期
が大きく異なる

出典：社会保障制度国民会議 資料 （平成25年4月19日 第9回
資料3－3 国際医療福祉大学 高橋教授 提出資料）

高齢化のピーク・医療需要総量のピーク
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地域包括ケアシステムと地域医療構想

⚫ 地域包括ケアシステムは、市町村を中心に

日常生活圏域で暮らし続けるための地域づくり・まちづくり

⚫ 地域医療構想における医療提供体制は、都道府県を中心に

急性増悪や救急時にも支えるべく整備

地域包括ケアシステムの構築には医療提供体制の整備が不可欠であり

安心して退院するためには地域包括ケアシステムの充実が不可欠となる

地域包括ケアシステムと地域医療構想は相補的・密接不可分！
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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地域包括ケアシステムの基本理念

⚫介護保険の目的は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立

生活の支援」

⚫地域における共通認識の醸成―「規範的統合」に向け

て

⚫保険者や自治体の進める地域包括ケアシステムの構

築に関する基本方針が、同一の目的の達成ために、

地域内の専門職や関係者に共有される状態を「規範

的統合」とよぶ
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地域包括ケアシステム構築１０か条

１． 本質は「地域づくり」「まちづくり」

２． 「住民」が主人公として取り組む総力戦

３． 課題を踏まえ住民共に築く「ご当地システム」

４． 「医療介護連携」から「異業種・異分野連携」へ

５． 「自助」「互助」は不可欠

６． 「全世代対応型」システムの構築

７． 若者や子供たちの「住み慣れた地域」の視点

８． 医療も介護も「生活の視点」の重視

９． 地域の一員として「地域づくり」へ参画

１０．地域力を左右する地域への「愛着」「想い」


